


そこで本委員会は、かもめ島周辺が重要なまちづくりの拠点であり、そこが将来どの

ように整備されていくのか江差町の大きな構想との連携等について調査するため、事務

調査を立ち上げた。 
調査にあたっては、現地視察を２回、先進地視察を２回、まちづくり推進課や追分観

光課等から説明を受け、意見交換を行ったほか、委員会を１０回開催し、検討を重ねて

きた。 
これら調査結果について、次のとおり意見を付して報告する。 

 
＜意 見＞ 
１）かもめ島周辺地域の調査範囲について【別紙１】 

  本調査は、江差町に数多く残されている歴史・文化遺産の中で、北前船の寄港地で

あった「かもめ島」を中心とした周辺地域全体の活用計画の調査が極めて重要である

との認識で、周辺地域を範囲として特定した。 

 

２）周辺地域のゾーニングの設定【別紙２‐①②】 

  周辺地域は、歴史・文化遺産などが数多く存在しているほか、特に漁業振興や戦後

まもなく江差町の経済活動等に寄与した民間団体などが所有する施設群が集約され、

その後、老朽化や景観が懸念される状態で施設が点在している。その一方、民間によ

る個性ある宿泊施設が建設され、周辺景観への配慮が求められている。 

  国道２２８号線を挟み、「折居伝説」に象徴され、江差町発展の礎を築いた「魂宿

る聖なる地～かもめ島」と、北前船の交易によってもたらされた「歴史遺産～いにし

え街道」が繋がっている。 

国道２２８号線は、単に急カーブ解消、交差点改良に留めることなく、「折居伝説」

「北前船文化」を連結させるアプローチロードとしての位置付けを明確にするととも

に、その重要性を認識し、一層具体化するため、拠点Ａ～Ｄ地区のゾーニングを設定

した。 

 

３）他計画との連動と事業推進体制の確立 

  江差町が現在取り組んでいる総合計画、都市計画マスタープラン、北の江の島構想

等との連動と検証を図り、事業を確実に着手するためのあらゆる有利制度を活用し、

構想の詳細計画を立案しなければならない。有利制度は、補助金・交付金等の公的財

政のみではなく、民間企業の経済感覚と経験、資金力等を最大限活用することも重要

な課題である。 

  江差町の構想、計画などに賛同される企業の掘り起こしと、江差町の協力体制の確

立が事業計画立案に必要不可欠である。 

 

４）土地・建物所有者と事業実施計画【別紙３－①②③】 

  各事業実施計画立案にあたっては、土地・建物所有者の権利関係の把握が最重要と

なる。何をどこにという計画立案にあたっては、地域全体計画と並行し、権利関係、

難易度調査の検討が求められる。 

  また、都市計画法、建築基準法、北海道条例などと合わせ、用途別の建物使用実態

を精査し、関係者との将来意向調査や協議が、事業促進にあたり極めて重要である。 



５）周辺地域の課題と意見 

 【拠点Ａ地区（開陽丸周辺）】 

  ・開陽丸記念館（船体）は相当老朽化し、今後の長寿命化対策が必須である。船体

補修に係る事業費や問題点などを早期に調査、検討し対策を進めなければならな

い。また、開陽丸記念館及び管理棟の周辺環境整備は観光客のみならず、多くの

町民が訪れる空間を創出することが必要である。 

 【拠点Ｂ地区（南埠頭）】 

  ・南埠頭の多目的機能の充実を図るべきであり、現実、将来性を熟慮し、関係機関

との協議の上、広い空間を有効活用した対策が必要である。 

 【拠点Ｃ地区（かもめ島入口）】 

  ・かもめ島入口は、折居社やアネロイド気圧計があり、歴史的価値は当然のことだ

が、青果市場や使用していない民有建物等があり、周辺一帯で新しい価値を生み

出す環境整備が最重要と考える。 

  ・急カーブ解消のみの交通安全対策ではなく、周辺一帯の環境整備と江差町の有利

性を生かし、広く連結した計画を進めていかなければならない。 

 【拠点Ｄ地区（かもめ島）】 

  ・かもめ島は北前船等の歴史を後世に伝える貴重な自然遺産である。ありのままの

かもめ島をそのままの魅力で伝えることこそが必要である。そのための誘導看板

や歴史的背景を伝える説明看板が必要不可欠である。 

  ・かもめ島灯台は、北前船の常夜灯の歴史を引き継ぎ、海の安全を守るシンボルと

して設置されている。灯台に一歩登ると、見る景色の素晴らしさに引き寄せられ

るが、誘導標識や内容説明などが不足している。 

  

６）「海の駅」「道の駅」構想と「北の江の島」構想【別紙４】 

  先の全員協議会において、開陽丸記念館やかもめ島を含む周辺地域の利活用素案が

提出された（北の江の島構想）が、素案内容の基本的な考え方については、当委員会

の事務調査と大きな相違はないものと認識する。 

  しかし、素案には、南埠頭用地の在り方、国道周辺用地を含めた周辺地域全体の方

向性は示されていない。南埠頭用地に「海の駅」「道の駅」を誘致し、地域、江差町

の最重要拠点として整備を図るべきとの声も多い。その場合には、現在の道の駅を、

インフォメーションセンター機能を有した活性化施設に整備、充実させるべきとの意

見もある。 

  今回提示された北の江の島構想は、開陽丸エリアで整備概算事業費として約４．５

億円と試算されているが、実施設計時には約１．５倍の費用が想定される。また、仮

に、南埠頭に「海の駅」「道の駅」構想を新たに検討するとすれば約５～７億円規模

と考えられる。 

  北の江の島構想において提案された現在施設の拡充・整備か、国道からの地域全体

周辺整備を含めた南埠頭への新たな「道の駅」構想を促進・選択するか、その軸足の

設定を明確に示さなければならない。 

  日本遺産のまち「江差町」がどの方向へ進むべきか、貴重な時期であり、北の江の

島構想に基づく整備は、交付金・補助金頼りになるが、地域全体を考慮し、新たな全

体構想を図る施策であれば、その受ける恩恵は広範囲と考える。 



７）総括 

  江差町は現在、都市計画マスタープラン策定作業を進め、平成３１年度までに計画

策定、３２年度より第６次総合計画、第２次総合戦略と合わせて各事業着手を予定し

ている。 

  江差町の進むべき将来予測を現実的にしっかり検討・把握し、確実な事業推進を図

ることが一層重要である。 

  国土交通省は、社会資本整備総合交付金の在り方を見直し、都市機能誘導区域の集

約を進め、「立地適正化計画」の策定の有無が交付金事業に大きく係わってくる。 

また、国は地方の活性化、元気ある地域創生を念頭に、「その地域は何を考え、何を

求めているのか」、より一層明確な政策立案能力を問う方向性、姿勢を求めてくると

考える。場当たり的、イベント的発想事業は、地域、江差町のあるべき姿を追求する、

持続可能な政策への貢献度は少ないと考える。他町、全道的に類のない、新たな発想

に基づく政策立案が緊急の課題と言える。 

町長が提案した「北の江の島構想」を、如何に位置付け、江差町の最重要、最重点

地区であると再認識し、その全体計画を早期に策定することが生き残りをかけた江差

町に必要不可欠であると強く認識する。 

「日本で最も美しい村連合」への加盟、江差町単独での「日本遺産」の認定、その

効果をどう活性化に結び付けるのか、検証と再認識することが必要である。 

「かもめ島周辺地域」の再考察と認識、交付金事業のみに依存する修繕・整備事業

ではなく、江差町最大の魅力ある中核地区としての全体計画の早期策定を強く求める。 

 

  さらに、かもめ島周辺の利用計画に関連して、江差町のグレードアップ施策として、

今後、次のような課題が予測され、これらの課題についても検討しておく必要がある。 

① ゾーニングと拠点内の民間所有の温泉熱の活用 

② 国道からかもめ島に至る電柱配線の地中化 

③ 老朽化、未使用施設の早期対策 
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